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我
が
国
の
古
代
か
ら
中
世
の
宮
廷
に
於
け
る
医
療
事
情
を
伝
え

る
資
料
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
「
玉
葉
』
中
に
は
、
九
条
兼
実
の

疾
病
に
対
し
て
施
さ
れ
て
き
た
医
療
行
為
に
関
す
る
詳
細
な
記
載

を
容
易
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

兼
実
の
病
歴
は
長
く
、
そ
の
症
状
が
重
い
こ
と
は
、
「
脚
病
」

「
脚
気
」
「
風
病
」
「
丹
（
瘡
）
」
「
瘡
」
「
咳
病
（
気
）
」
「
寸
白
」
「
喉

腫
」
「
痢
病
」
、
或
い
は
「
所
労
」
と
い
っ
た
病
証
を
示
す
熟
語
が

全
巻
通
し
て
頻
出
す
る
こ
と
よ
り
容
易
に
推
察
出
来
る
。

そ
し
て
そ
れ
ら
か
ら
逃
れ
る
為
に
、
鍼
灸
・
湯
治
・
投
薬
・
加

持
等
が
時
に
は
単
独
で
、
時
に
は
組
み
合
わ
せ
て
施
さ
れ
た
。

前
回
そ
の
中
で
も
著
者
は
『
玉
葉
』
中
の
兼
実
に
お
け
る
湯
治

に
着
目
し
、
①
そ
の
行
為
が
在
宅
中
心
で
あ
る
こ
と
、
②
計
画
的

に
あ
る
一
定
の
期
間
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
③
信
仰
的
行
為
と
し

て
の
可
能
性
、
等
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
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「
玉
葉
」
の
鍼
灸

寺

川

華
奈

そ
こ
で
今
回
は
、
本
書
中
に
よ
り
多
数
見
受
け
ら
れ
る
鍼
灸
治

療
の
記
述
に
着
目
し
、
本
書
を
通
し
て
未
だ
不
明
な
中
世
の
鍼
灸

に
つ
い
て
一
考
察
を
加
え
る
事
を
目
的
と
す
る
。

施
灸
の
最
初
の
記
載
は
仁
安
二
年
（
二
六
七
）
七
月
二
十
四

日
、
兼
実
十
八
歳
の
時
の
「
今
日
余
加
灸
治
、
憲
基
灸
之
、
凡
二

十
五
カ
所
也
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
二
日
後
の
七
月
二
十
六
日
「
今

日
猶
灸
之
、
今
日
灸
了
」
で
締
め
括
ら
れ
る
。
以
降
施
灸
の
記
録

は
正
治
二
年
（
一
二
○
○
）
九
月
二
十
二
日
「
灸
治
」
に
至
る
ま

で
随
所
に
み
ら
れ
る
も
、
記
述
の
パ
タ
ー
ン
を
三
つ
に
分
け
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

つ
ま
り
①
「
加
灸
治
」
の
よ
う
に
、
施
灸
の
事
実
の
み
の
記

録
、
②
「
依
灸
治
相
乱
」
の
よ
う
に
そ
の
効
果
を
も
含
め
た
記

載
、
③
「
依
血
忌
日
、
不
加
灸
治
」
の
よ
う
に
施
灸
し
な
い
理
由

に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
施
灸
を
行
っ
た
記
述
を
対
象
と
し
て
み
る
と
、
一
度
（
一

日
）
の
施
灸
箇
所
は
、
多
い
も
の
か
ら
三
○
余
所
〔
一
九
十
余
所

を
含
む
〕
三
回
）
、
二
五
カ
所
（
一
回
）
、
一
二
カ
所
〔
八
十
四
を

含
む
〕
（
一
回
）
、
一
○
カ
所
（
一
回
）
、
七
カ
所
（
一
回
）
、
六
カ

所
二
回
）
、
両
三
所
（
三
回
）
、
三
カ
所
（
六
回
）
、
一
両
所
〔
両
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所
を
含
む
〕
（
二
回
）
、
一
所
（
四
回
）
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
施
灸
対
象
と
な
る
部
位
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し

て
は
、
頭
（
二
回
）
、
腹
（
三
回
）
、
胸
（
一
回
）
、
「
胸
腹
之
間
」

（
一
回
）
、
背
（
一
回
）
が
あ
り
、
用
い
ら
れ
る
灸
の
草
〔
壮
〕
数

に
関
し
て
は
、
最
多
と
な
る
百
壮
二
回
）
が
「
頭
」
に
、
後
は

「
胸
腹
各
七
草
」
（
一
回
）
、
．
所
僅
三
草
」
（
一
回
）
、
」
「
一
所
一

壮
」
（
一
回
）
施
さ
れ
て
い
る
。

一
方
鍼
治
療
の
方
は
、
灸
に
比
べ
記
載
が
単
純
と
な
っ
て
お

り
、
嘉
応
二
年
（
二
七
○
）
七
月
六
日
「
憲
基
来
鍼
歯
下
」
を

皮
切
り
に
、
寿
永
三
年
九
月
六
日
ま
で
一
八
回
施
術
さ
れ
て
い

る
。
内
一
五
回
が
「
歯
下
」
へ
の
鍼
で
、
後
は
「
口
」
（
一
回
）
、

「
歯
下
並
舌
」
（
一
回
）
、
場
所
の
特
定
さ
れ
て
い
な
い
「
鍼
」
（
一

回
）
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
灸
の
場
合
と
違
い
、
鍼
が
施
術
場
所
や
そ
の
頻
度

に
お
い
て
、
極
め
て
限
定
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ

れ
る
。

（
日
本
鍼
灸
研
究
会
）


